
1議案第49号　千葉県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について

議
案
第
四
十
九
号

千
葉
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

千
葉
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

千
葉
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条　

県
は
、
令
和
三
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
に
係
る
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
及
び
事
前
キ
ャ
ン
プ
地
（
以
下
「
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
選
手
等
を
受
け
入
れ
る
に
際
し
て
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
対
策
の
実
施
に
資
す
る
た
め
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン

等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
毎
年
度
の
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
毎
年
度
の
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
繰
り
入

れ
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第
五
条　

基
金
は
、
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
に
お
い
て
選
手
等
を
受
け
入
れ
る
に
際
し
て
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
対
策
の
実
施
に
資
す
る
事
業
の
資
金
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
繰
替
運
用
）

第
六
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率

（
設
置
）

第
一
条　

県
は
、
令
和
三
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
に
係
る
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
及
び
事
前
キ
ャ
ン
プ
地
（
以
下
「
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
選
手
等
を
受
け
入
れ
る
に
際
し
て
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関

に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）
で
あ
る
感

染
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
対
策
の
実
施
に
資
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。



2議案第49号　千葉県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について

を
定
め
て
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
及
び
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が

定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
失
効
）

２　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。



3議案第50号　知事等の千葉県に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
号

知
事
等
の
千
葉
県
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

知
事
等
の
千
葉
県
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

知
事
等
の
千
葉
県
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

知
事
等
の
千
葉
県
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
千
葉
県
条
例
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
ロ
中
「
、
監
査
委
員
又
は
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
」
を
「
又
は
監
査
委
員
」
に

改
め
、
同
号
ハ
中
「
収
用
委
員
会
の
委
員
」
の
下
に
「
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お
い
て
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

の
委
員
で
あ
る
者
で
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
四
十
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
施
行
日
以
後
引
き
続
き
当
該
委
員
の
職
務
を
行
う
も
の
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る

責
任
を
免
れ
さ
せ
る
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



4議案第51号　千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
一
号

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の

よ
う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
千
葉
県
条
例
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
十
五
号
の
四
下
欄
中
「
茂
原
市
」
の
下
に
「
及
び
南
房
総
市
」
を
加
え
、
同
表
第
六
十
号
上

欄
ル
中
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
六
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三

項
た
だ
し
書
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



5議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
二
号

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
基
づ
く
も
の
の
項
第
三
十
二
条
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
工
作
物
に
係
る
道
路
占
用
料
の
目
か
ら
政
令
第
七
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
道

路
占
用
料
の
目
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第

一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
工
作
物

に
係
る
道
路
占

用
料

第
一
種
電
柱

　

第
一
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
二
百
円

第
二
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

九
百
二
十
円

第
三
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

七
百
四
十
円

第
四
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

六
百
六
十
円

第
五
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

六
百
四
十
円

第
二
種
電
柱

第
一
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
九
百
円

第
二
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
四
百
円

第
三
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千

百

円

第
四
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千

円

第
五
級
地

一
本
一
年

九
百
八
十
円



6議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

に
つ
き

第
三
種
電
柱

第
一
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

二
千
六
百
円

第
二
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
九
百
円

第
三
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
五
百
円

第
四
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
三
百
円

第
五
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
三
百
円

第
一
種
電
話
柱

第
一
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千

百

円

第
二
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

八
百
三
十
円

第
三
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

六
百
六
十
円

第
四
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

五
百
九
十
円

第
五
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

五
百
七
十
円

第
二
種
電
話
柱

第
一
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
八
百
円

第
二
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
三
百
円

第
三
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千

円

第
四
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

九
百
五
十
円

第
五
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

九
百
十
円

第
三
種
電
話
柱

第
一
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

二
千
五
百
円



7議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

　

第
二
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
八
百
円

第
三
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
四
百
円

第
四
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
三
百
円

第
五
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
二
百
円

そ
の
他
の
柱
類

第
一
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

百

十

円

第
二
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

八
十
三
円

第
三
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

六
十
六
円

第
四
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

五
十
九
円

第
五
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

五
十
七
円

共
架
電
線
そ
の

他
上
空
に
設
け

る
線
類

第
一
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

十

一

円

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

八

円

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

六

円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

五

円



8議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

き

第
五
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

五

円

地
下
に
設
け
る

電
線
そ
の
他
の

線
類

第
一
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

六

円

　

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

四

円

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三

円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三

円

第
五
級
地

長
さ
一

三

円

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

路
上
に
設
け
る

変
圧
器

第
一
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

千

百

円

第
二
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

八
百
十
円

第
三
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

六
百
五
十
円

第
四
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

五
百
八
十
円



9議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

第
五
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

五
百
六
十
円

地
下
に
設
け
る

変
圧
器

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

六
百
八
十
円

　

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

四
百
九
十
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
九
十
円

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
五
十
円

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
四
十
円

変
圧
塔
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る

も
の
及
び
公
衆

電
話
所

第
一
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

二
千
二
百
円

第
二
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

千
六
百
円

第
三
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

千
三
百
円



10議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

第
四
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

千

百

円

第
五
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

千

百

円

郵
便
差
出
箱
及

び
信
書
便
差
出

箱

第
一
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

九
百
五
十
円

第
二
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

六
百
九
十
円

第
三
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

五
百
五
十
円

第
四
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

五

百

円

第
五
級
地

一
個
一
年

に
つ
き

四
百
八
十
円

広
告
塔

第
一
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

六
千
七
百
円

　

第
二
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

四
千
九
百
円

一
年
に
つ

き

第
三
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
八
百
円

第
四
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

七
百
五
十
円



11議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

き

第
五
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
九
十
円

そ
の
他
の
も
の

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
千
二
百
円

　

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
六
百
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
三
百
円

第
四
級
地

占
用
面
積

千

百

円

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千

百

円

第
三
十
二
条
第

一
項
第
二
号
に

外
径
が
〇
・
〇

七
メ
ー
ト
ル
未

第
一
級
地

長
さ
一　

メ
ー
ト
ル

四
十
七
円



12議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

掲
げ
る
物
件
に

係
る
道
路
占
用

料

満
の
も
の

一
年
に
つ

き

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
十
四
円

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
十
七
円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
十
五
円

第
五
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
十
四
円

外
径
が
〇
・
〇

七
メ
ー
ト
ル
以

上
〇
・
一
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も

の

第
一
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

六
十
八
円

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

四
十
九
円

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
十
九
円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

三
十
五
円



13議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

き

第
五
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き�

三
十
四
円

外
径
が
〇
・
一

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
一
五
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も

の

第
一
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百

円

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

七
十
四
円

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

五
十
九
円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

五
十
三
円

第
五
級
地

長
さ
一

五
十
一
円

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

外
径
が
〇
・
一

五
メ
ー
ト
ル
以

上
〇
・
二
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も

の

第
一
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百
三
十
円

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

九
十
九
円



14議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

七
十
九
円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

七
十
一
円

第
五
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

六
十
八
円

外
径
が
〇
・
二

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
三
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

第
一
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二

百

円

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百
四
十
円

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百

十

円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百

円

第
五
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百

円

外
径
が
〇
・
三

第
一
級
地

長
さ
一

二
百
七
十
円



15議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
四
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百
九
十
円

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百
五
十
円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百
四
十
円

第
五
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百
三
十
円

外
径
が
〇
・
四

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
七
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

第
一
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

四
百
七
十
円

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
四
十
円

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
百
七
十
円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

二
百
五
十
円



16議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

き

第
五
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
百
四
十
円

外
径
が
〇
・
七

メ
ー
ト
ル
以
上

一
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

第
一
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

六
百
八
十
円

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

四
百
九
十
円

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
九
十
円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
五
十
円

第
五
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
四
十
円

外
径
が
一
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も

の

第
一
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
三
百
円

　

第
二
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

九
百
九
十
円



17議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

第
三
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

七
百
九
十
円

第
四
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

七
百
十
円

第
五
級
地

長
さ
一

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

六
百
八
十
円

第
三
十
二
条
第

一
項
第
三
号
及

び
第
四
号
に
掲

げ
る
施
設
に
係

る
道
路
占
用
料

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
千
二
百
円

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

千
六
百
円

き

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
三
百
円

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千

百

円

第
五
級
地

占
用
面
積

千

百

円



18議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

第
三
十
二
条
第

一
項
第
五
号
に

掲
げ
る
施
設
に

係
る
道
路
占
用

料

地
下
街
及
び
地

下
室

階
数
が
一

の
も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

〇
五
を
乗
じ

て
得
た
額�

　

階
数
が
二

の
も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

〇
八
を
乗
じ

て
得
た
額�

　

階
数
が
三

以
上
の
も

の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
を
乗
じ
て

得
た
額�

上
空
に
設
け
る

通
路

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

三
千
三
百
円

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

　

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
千
四
百
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

九

百

円

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ



19議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

き

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
七
十
円

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

百
九
十
円

地
下
に
設
け
る

通
路

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二

千

円

　

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
四
百
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

五
百
四
十
円

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
百
二
十
円

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

百

十

円



20議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

そ
の
他
の
も
の

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

二
千
二
百
円

　

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
六
百
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
三
百
円

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

千

百

円

一
年
に
つ

き

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千

百

円

第
三
十
二
条
第

一
項
第
六
号
に

掲
げ
る
施
設
に

係
る
道
路
占
用

料

祭
礼
、
縁
日
そ

の
他
の
催
し
に

際
し
、
一
時
的

に
設
け
る
も
の

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き�

六
十
七
円



21議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

　

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き

四
十
九
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き

十

八

円

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き

七

円

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き

三

円

そ
の
他
の
も
の

第
一
級
地

占
用
面
積

六
百
七
十
円

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

　

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

四
百
九
十
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

百
八
十
円



22議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

一
月
に
つ

き

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

七
十
五
円

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

三
十
九
円

道
路
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
七

年
政
令
第
四
百

七
十
九
号
。
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
政
令
」

と
い
う
。）
第

七
条
第
一
号
に

掲
げ
る
物
件
に

係
る
道
路
占
用

料

看

板

（
ア
ー

チ
で
あ

る
も
の

を

除

く
。
）

一
時

的
に

設
け

る
も

の�

第
一
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

六
百
七
十
円

第
二
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

四
百
九
十
円

き

第
三
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

百
八
十
円

第
四
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

七
十
五
円

第
五
級
地

表
示
面
積

三
十
九
円



23議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

　

そ
の

他
の

も
の

第
一
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

六
千
七
百
円

　

第
二
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

四
千
九
百
円

第
三
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
八
百
円

第
四
級
地

表
示
面
積

一
平
方

七
百
五
十
円

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

第
五
級
地

表
示
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

三
百
九
十
円

標
識

第
一
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
八
百
円

　

第
二
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千
三
百
円



24議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

第
三
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

千

円

第
四
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

九
百
五
十
円

第
五
級
地

一
本
一
年

に
つ
き

九
百
十
円

旗
ざ
お

祭
礼
、

縁
日

そ
の

他
の

催
し

に
際

し
、

一
時

的
に

設
け

る
も

の�

第
一
級
地

一
本
一
日

に
つ
き

六
十
七
円

　

第
二
級
地

一
本
一
日

に
つ
き

四
十
九
円

第
三
級
地

一
本
一
日

に
つ
き

十

八

円

第
四
級
地

一
本
一
日

に
つ
き

七

円

第
五
級
地

一
本
一
日

に
つ
き

三

円

そ
の

他
の

も
の

第
一
級
地

一
本
一
月

に
つ
き

六
百
七
十
円

第
二
級
地

一
本
一
月

四
百
九
十
円

　

に
つ
き

第
三
級
地

一
本
一
月

に
つ
き

百
八
十
円

第
四
級
地

一
本
一
月

に
つ
き

七
十
五
円

第
五
級
地

一
本
一
月

に
つ
き

三
十
九
円

幕
（
政

令
第
七

条
第
四

号
に
掲

げ
る
工

祭
礼
、

縁
日

そ
の

他
の

催
し

第
一
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き�

六
十
七
円



25議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

事
用
施

設
で
あ

る
も
の

を

除

く
。
）

に
際

し
、

一
時

的
に

設
け

る
も

の�

第
二
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き

四
十
九
円

第
三
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き

十

八

円

第
四
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き

七

円

第
五
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
日
に
つ

き

三

円

そ
の

他
の

も
の

第
一
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

六
百
七
十
円

第
二
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

四
百
九
十
円

第
三
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

百
八
十
円



26議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

一
月
に
つ

き

第
四
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

七
十
五
円

第
五
級
地

そ
の
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

三
十
九
円

ア
ー
チ

車
道

を
横

断
す

る
も

の�

第
一
級
地

一
基
一
月

に
つ
き

六
千
七
百
円

第
二
級
地

一
基
一
月

に
つ
き

四
千
九
百
円

第
三
級
地

一
基
一
月

に
つ
き

千
八
百
円

第
四
級
地

一
基
一
月

に
つ
き

七
百
五
十
円

第
五
級
地

一
基
一
月

三
百
九
十
円

に
つ
き

そ
の

他
の

も
の

第
一
級
地

一
基
一
月

に
つ
き

三
千
三
百
円

第
二
級
地

一
基
一
月

に
つ
き

二
千
四
百
円

第
三
級
地

一
基
一
月

に
つ
き

九

百

円

第
四
級
地

一
基
一
月

に
つ
き

三
百
七
十
円

第
五
級
地

一
基
一
月

に
つ
き

百
九
十
円

政
令
第
七
条
第

第
一
級
地

占
用
面
積

二
千
二
百
円



27議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

二
号
に
掲
げ
る

工
作
物
に
係
る

道
路
占
用
料

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
六
百
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千
三
百
円

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

千

百

円

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

千

百

円

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

政
令
第
七
条
第

三
号
に
掲
げ
る

施
設
に
係
る
道

路
占
用
料

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

三
三
を
乗
じ

て
得
た
額�

政
令
第
七
条
第

四
号
に
掲
げ
る

工
事
用
施
設
及

び
同
条
第
五
号

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

六
百
七
十
円



28議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

に
掲
げ
る
工
事

用
材
料
に
係
る

道
路
占
用
料

き

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

四
百
九
十
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

百
八
十
円

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

七
十
五
円

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

三
十
九
円

政
令
第
七
条
第

六
号
に
掲
げ
る

仮
設
建
築
物
及

び
同
条
第
七
号

に
掲
げ
る
施
設

に
係
る
道
路
占

用
料

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

二
百
二
十
円

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

百
六
十
円

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

百
三
十
円



29議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

百

十

円

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
月
に
つ

き

百

十

円

政
令
第
七
条
第

八
号
に
掲
げ
る

施
設
に
係
る
道

路
占
用
料

ト
ン
ネ
ル
の
上

又
は
高
架
の
道

路
の
路
面
下

（
当
該
路
面
下

の
地
下
を
除

く
。）
に
設
け

る
も
の

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
一
を
乗
じ

て
得
た
額�

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額�

一
年
に
つ

き

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
六
を
乗
じ

て
得
た
額�

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
九
を
乗
じ

て
得
た
額�



30議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

二
三
を
乗
じ

て
得
た
額�

上
空
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

二
三
を
乗
じ

て
得
た
額�

地
下
（
ト
ン
ネ

ル
の
上
の
地
下

を
除
く
。）
に

設
け
る
も
の

階
数
が
一

の
も
の

占
用
面
積

一
平
方　

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

〇
五
を
乗
じ

て
得
た
額

階
数
が
二

の
も
の

占
用
面
積

一
平
方　

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

〇
八
を
乗
じ

て
得
た
額

階
数
が
三

以
上
の
も

の

占
用
面
積

一
平
方　

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
を
乗
じ
て

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

三
三
を
乗
じ

て
得
た
額

政
令
第
七
条
第

九
号
に
掲
げ
る

施
設
に
係
る
道

建
築
物

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

Ａ
に
〇
・
〇

一
一
を
乗
じ

て
得
た
額



31議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

路
占
用
料

一
年
に
つ

き

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
六
を
乗
じ

て
得
た
額

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
九
を
乗
じ

て
得
た
額

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

二
三
を
乗
じ

て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

〇
八
を
乗
じ

て
得
た
額

　

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き�

Ａ
に
〇
・
〇

一
を
乗
じ
て

得
た
額

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

Ａ
に
〇
・
〇

一
二
を
乗
じ



32議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

て
得
た
額

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
三
を
乗
じ

て
得
た
額

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
六
を
乗
じ

て
得
た
額

政
令
第
七
条
第

十
号
に
掲
げ
る

施
設
及
び
自
動

車
駐
車
場
に
係

る
道
路
占
用
料

建
築
物

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

二
三
を
乗
じ

て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

〇
八
を
乗
じ

て
得
た
額

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
を
乗
じ
て

得
た
額

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
二
を
乗
じ

て
得
た
額



33議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
三
を
乗
じ

て
得
た
額

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
六
を
乗
じ

て
得
た
額

政
令
第
七
条
第

十
一
号
に
掲
げ

る
応
急
仮
設
建

築
物
に
係
る
道

路
占
用
料

ト
ン
ネ
ル
の
上

又
は
高
架
の
道

路
の
路
面
下
に

設
け
る
も
の

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
一
を
乗
じ

て
得
た
額

　

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
六
を
乗
じ

て
得
た
額

第
四
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
九
を
乗
じ

て
得
た
額

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

Ａ
に
〇
・
〇

二
三
を
乗
じ

て
得
た
額



34議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

一
年
に
つ

き

上
空
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

二
三
を
乗
じ

て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

三
三
を
乗
じ

て
得
た
額

政
令
第
七
条
第

十
二
号
に
掲
げ

る
器
具
に
係
る

道
路
占
用
料

　

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

三
三
を
乗
じ

て
得
た
額

政
令
第
七
条
第

十
三
号
に
掲
げ

る
施
設
に
係
る

道
路
占
用
料

ト
ン
ネ
ル
の
上

又
は
高
速
自
動

車
国
道
若
し
く

は
自
動
車
専
用

道
路
（
高
架
の

も
の
に
限

る
。）
の
路
面

下
に
設
け
る
も

の

第
一
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
一
を
乗
じ

て
得
た
額

第
二
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
四
を
乗
じ

て
得
た
額

第
三
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

一
六
を
乗
じ

て
得
た
額

第
四
級
地

占
用
面
積

Ａ
に
〇
・
〇



35議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

一
九
を
乗
じ

て
得
た
額

第
五
級
地

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

二
三
を
乗
じ

て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

二
三
を
乗
じ

て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積

一
平
方

メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き

Ａ
に
〇
・
〇

三
三
を
乗
じ

て
得
た
額

別
表
第
一
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
基
づ
く
も
の
の
項
の
摘
要
第
三
号
中
「
、

四
街
道
市
及
び
白
井
市
」
を
「
及
び
四
街
道
市
」
に
改
め
、「
印
西
市
」
の
下
に
「
、
白
井
市
」
を
、

「
栄
町
」
の
下
に
「
並
び
に
長
生
郡
一
宮
町
」
を
加
え
、「
長
生
郡
一
宮
町
、
睦
沢
町
」
を
「
長
生
郡
睦

沢
町
」
に
改
め
、
同
表
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
基
づ
く
も
の
の
項
都
市
再

生
特
別
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
、
建
蔽
率
、
建
築
面
積
又
は
高
さ
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料
の

目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

居
住
環
境
向
上

用
途
誘
導
地
区

に
お
け
る
建
築

物
の
建
蔽
率
又

は
壁
面
の
位
置

の
特
例
許
可
申

請
手
数
料

第
六
十
条
の
二
の
二
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
の
建
蔽
率
又
は
壁
面
の
位

置
に
関
す
る
特
例
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

一
件
に
つ

き

十
六
万
円



36議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

居
住
環
境
向
上

用
途
誘
導
地
区

に
お
け
る
建
築

物
の
高
さ
の
特

例
許
可
申
請
手

数
料

第
六
十
条
の
二
の
二
第
三
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
高
さ
に
関
す
る
特
例

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査

一
件
に
つ

き

十
六
万
円

別
表
第
一
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
基
づ
く

も
の
の
項
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
の
目
中



37議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を
「

建
築

一
件
に
つ

一
万
七
千
円

に
、

物
の

き

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

「
建
築

一
件
に
つ

二
万
八
千
円

ル
を

物
の

き

超
え

延
べ

千
平

面
積

方
メ

が
三

ー
ト

百
平

ル
以

方
メ

下
の

ー
ト

も
の

ル
を

建
築

一
件
に
つ

二
万
八
千
円

超
え

物
の

き

二
千

延
べ

平
方

面
積

メ
ー

が
千

ト
ル

平
方

以
下

メ
ー

の
も

ト
ル

の�

」

を
超

え
二

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

」

「
建
築

一
件
に
つ

二
万
八
千
円

物
の

き

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

ル
を

を

超
え

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下

の
も

の�

」



38議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を
「

建
築

一
件
に
つ

十
万
八
千
円

に
、

物
の

き

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

「
建
築

一
件
に
つ

十
四
万
二
千

ル
を

物
の

き

円

超
え

延
べ

千
平

面
積

方
メ

が
三

ー
ト

百
平

ル
以

方
メ

下
の

ー
ト

も
の

ル
を

建
築

一
件
に
つ

十
四
万
二
千

超
え

物
の

き

円

二
千

延
べ

平
方

面
積

メ
ー

が
千

ト
ル

平
方

以
下

メ
ー

の
も

ト
ル

の�

」

を
超

え
二

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

」

「
建
築

一
件
に
つ

十
四
万
二
千

物
の

き

円

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

ル
を

を

超
え

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下

の
も

の�

」



39議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を
「

建
築

一
件
に
つ

三
十
一
万
七

に
改
め
、
同

物
の

き

千
円

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

「
建
築

一
件
に
つ

四
十
万
七
千

ル
を

物
の

き

円

超
え

延
べ

千
平

面
積

方
メ

が
三

ー
ト

百
平

ル
以

方
メ

下
の

ー
ト

も
の

ル
を

建
築

一
件
に
つ

四
十
万
七
千

超
え

物
の

き

円

二
千

延
べ

平
方

面
積

メ
ー

が
千

ト
ル

平
方

以
下

メ
ー

の
も

ト
ル

の
　

」

を
超

え
二

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

」

「
建
築

一
件
に
つ

四
十
万
七
千

物
の

き

円

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

ル
を

を

超
え

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下

の
も

の�

」



40議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

項
の
摘
要
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
と
し
、
同
号
ロ
中
「
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
」
を
「
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　
　

ロ　

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合　

一
万
七
千
円

別
表
第
一
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
基
づ
く

も
の
の
項
の
摘
要
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
と
し
、
同
号
ロ
中
「
三
百

平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　

ロ　

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合　

十
四
万
六
千
円

別
表
第
一
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
基
づ
く

も
の
の
項
の
摘
要
第
三
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
と
し
、
同
号
ロ
中
「
三
百

平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　

ロ　

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合　

一
万
七
千
円

別
表
第
一
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
基
づ
く

も
の
の
項
の
摘
要
第
四
号
の
表
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

十
万
八
千
円

三
十
一
万
七

千
円

別
表
第
一
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
基
づ
く

も
の
の
項
の
摘
要
第
四
号
の
表
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
項
中

「
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
別
表
第
一
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
も
の
の
項
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
目

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に

係
る
審
査
の
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十

二
条

第
一

項
又

は
第

十
三

条
第

二
項

の
規

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
に

モ
デ

ル
建

築
物

基
準

Ｂ
に

よ
る

場
合

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

ル�

以

一
件
に
つ

き

二
万
六
千
円



41議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

定
に

よ
る

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
に

係
る

審
査

係
る

建
築

物（
非

住
宅

部
分

に
限

る
。

以
下

こ
の

節
に

お
い

て
同

じ
。
）

が

、
工
場
、

倉
庫

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

用
途

と
し

て
知

事
が

定
め

る
も

の
の

み
に

供
す

る
も

の
で

あ�

る

上
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の建
築

物
の

延
べ

面
積

が
千

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の

一
件
に
つ

き

三
万
七
千
円

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
二

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
五

一
件
に
つ

き

九
万
三
千
円



42議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

場

合

千
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
一

万
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も�

の

一
件
に
つ

き

十
四
万
円

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
一

万
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
二

万�

五

一
件
に
つ

き

十
七
万
三
千

円�



43議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

千
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も

の
建
築

物
の

延
べ

面
積

が
二

万
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も�

の

一
件
に
つ

き

二
十
一
万
五

千
円�

そ
の

他
の

場
合

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の�

も

一
件
に
つ

き

三

万

円



44議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

の建
築

物
の

延
べ

面
積

が
千

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の

一
件
に
つ

き

四
万
二
千
円

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
二

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の

一
件
に
つ

き

九
万
九
千
円



45議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
一

万
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も

の

一
件
に
つ

き

十
四
万
七
千

円�

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
一

万
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
二

万
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の

一
件
に
つ

き

十
八
万
千
円



46議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
二

万
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も

の

一
件
に
つ

き

二
十
二
万
四

千
円�

そ
の

他
の

場�

合

モ
デ

ル
建

築
物

基
準

Ｂ
に

よ
る

場�

合

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の

一
件
に
つ

き

十
万
八
千
円

建
築

物
の

延
べ

面
積

が�

千

一
件
に
つ

き

十
四
万
二
千

円�



47議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の建
築

物
の

延
べ

面
積

が
二

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も

の

一
件
に
つ

き

二
十
三
万
円

建
築

物
の

延
べ

面
積

が

五
千�

平

一
件
に
つ

き

三
十
万
円



48議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

方
メ

ー
ト

ル
以

上
一

万
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も

の
建
築

物
の

延
べ

面
積

が
一

万
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
二

万
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も

の

一
件
に
つ

き

三
十
六
万
千

円�

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
二

万�

五

一
件
に
つ

き

四
十
二
万
三

千
円�



49議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も

の

そ
の

他
の

場�

合

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の

一
件
に
つ

き

二
十
七
万
七

千
円�

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
千

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

二

千
平�

方

一
件
に
つ

き

三
十
五
万
八

千
円�



50議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の建
築

物
の

延
べ

面
積

が
二

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も�

の

一
件
に
つ

き

五
十
一
万
千

円�
建
築

物
の

延
べ

面
積

が
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
一

万
平

方�

メ

一
件
に
つ

き

六
十
二
万
九

千
円�



51議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

ー
ト

ル
未

満
の

も�

の
建
築

物
の

延
べ

面
積

が
一

万
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
二

万
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も�

の

一
件
に
つ

き

七
十
四
万
三

千
円�

建
築

物
の

延
べ

面
積

が
二

万
五

千
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も�

の

一
件
に
つ

き

八
十
四
万
八

千
円�



52議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

別
表
第
一
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
も
の
の
項
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
の
目
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一

項
」
に
、「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
、



53議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を
「

建
築

一
件
に
つ

一
万
六
千
円

に
、

物
の

き

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

「
建
築

一
件
に
つ

二
万
六
千
円

ル
以

物
の

き

上
千

延
べ

平
方

面
積

メ
ー

が
三

ト
ル

百
平

未
満

方
メ

の
も

ー
ト

の�

ル
以

建
築

一
件
に
つ

二
万
六
千
円

上
二

物
の

き

千
平

延
べ

方
メ

面
積

ー
ト

が
千

ル
未

平
方

満
の

メ
ー

も
の

」

ト
ル

以
上

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の�

」



54議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を
「

建
築

一
件
に
つ

十
万
八
千
円

に
、

物
の

き

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

「
建
築

一
件
に
つ

十
四
万
二
千

ル
以

物
の

き

円

上
千

延
べ

平
方

面
積

メ
ー

が
三

ト
ル

百
平

未
満

方
メ

の
も

ー
ト

の�

ル
以

建
築

一
件
に
つ

十
四
万
二
千

上
二

物
の

き

円

千
平

延
べ

方
メ

面
積

ー
ト

が
千

ル
未

平
方

満
の

メ
ー

も
の

」

ト
ル

以
上

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の�

」



55議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を
「

建
築

一
件
に
つ

二
十
七
万
七

に
改
め
、
同

物
の

き

千
円

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

「
建
築

一
件
に
つ

三
十
五
万
八

ル
以

物
の

き

千
円

上
千

延
べ

平
方

面
積

メ
ー

が
三

ト
ル

百
平

未
満

方
メ

の
も

ー
ト

の�

ル
以

建
築

一
件
に
つ

三
十
五
万
八

上
二

物
の

き

千
円

千
平

延
べ

方
メ

面
積

ー
ト

が
千

ル
未

平
方

満
の

メ
ー

も
の

」

ト
ル

以
上

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の�

」



56議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

項
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
の
目
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を

「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
認
定
申
請
手
数
料
の
目
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一

項
」
に
、



57議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を
「

建
築

一
件
に
つ

一
万
六
千
円

に
、

物
の

き

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

「
建
築

一
件
に
つ

二
万
六
千
円

ル
以

物
の

き

上
千

延
べ

平
方

面
積

メ
ー

が
三

ト
ル

百
平

未
満

方
メ

の
も

ー
ト

の�

ル
以

建
築

一
件
に
つ

二
万
六
千
円

上
二

物
の

き

千
平

延
べ

方
メ

面
積

ー
ト

が
千

ル
未

平
方

満
の

メ
ー

も
の

」

ト
ル

以
上

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の�

」



58議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を
「

建
築

一
件
に
つ

十
万
八
千
円

に
、

物
の

き

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

「
建
築

一
件
に
つ

十
四
万
二
千

ル
以

物
の

き

円

上
千

延
べ

平
方

面
積

メ
ー

が
三

ト
ル

百
平

未
満

方
メ

の
も

ー
ト

の�

ル
以

建
築

一
件
に
つ

十
四
万
二
千

上
二

物
の

き

円

千
平

延
べ

方
メ

面
積

ー
ト

が
千

ル
未

平
方

満
の

メ
ー

も
の

」

ト
ル

以
上

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の�

」



59議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を
「

建
築

一
件
に
つ

二
十
七
万
七

に
改
め
、
同

物
の

き

千
円

延
べ

面
積

が
三

百
平

方
メ

ー
ト

「
建
築

一
件
に
つ

三
十
五
万
八

ル
以

物
の

き

千
円

上
千

延
べ

平
方

面
積

メ
ー

が
三

ト
ル

百
平

未
満

方
メ

の
も

ー
ト

の�

ル
以

建
築

一
件
に
つ

三
十
五
万
八

上
二

物
の

き

千
円

千
平

延
べ

方
メ

面
積

ー
ト

が
千

ル
未

平
方

満
の

メ
ー

も
の

」

ト
ル

以
上

二
千

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の�

」



60議案第52号　使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

項
の
摘
要
第
十
四
号
中
「
第
三
十
条
第
二
項
（
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
（
第
三

十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
な
さ
れ
た
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三

十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
で
当
該
許
可
の
期
間
が
同
日
以
後
に
わ
た
る
も
の
の

う
ち
、
改
正
後
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
道
路
占
用
料
の
額
が
、
改
正

前
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
場
合
の
道
路
占
用
料
の
額
に
一
・
二
を
乗

じ
て
得
た
額
（
以
下
「
調
整
占
用
料
額
」
と
い
う
。）
を
超
え
る
も
の
に
係
る
令
和
三
年
度
に
お
け
る

道
路
占
用
料
の
額
は
、
改
正
後
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
調
整
占
用
料
額

を
限
度
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
。



61議案第53号　調理師による県民の食生活の向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
三
号

調
理
師
に
よ
る
県
民
の
食
生
活
の
向
上
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

調
理
師
に
よ
る
県
民
の
食
生
活
の
向
上
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定

す
る
。令

和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

調
理
師
に
よ
る
県
民
の
食
生
活
の
向
上
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

調
理
師
に
よ
る
県
民
の
食
生
活
の
向
上
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
等
」
を
「
県
内
」
に
、「
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年

政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一
号
、
第
十
四
号
若
し
く
は
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
営
業
（
県

内
の
施
設
又
は
営
業
に
限
る
。」
を
「
営
業
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
等
の
施
設

二　

食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一
号
、
第
四

号
、
第
二
十
五
号
又
は
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
営
業
（
喫
茶
店
営
業
（
喫
茶
店
、
サ
ロ
ン
そ
の
他
設

備
を
設
け
て
酒
類
以
外
の
飲
物
又
は
茶
菓
を
客
に
飲
食
さ
せ
る
営
業
を
い
う
。）
を
除
く
。）

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



62議案第54号　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
四
号

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ

う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
八

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
六

号
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
第
一
項
中
「
児
童
自
立
支
援
専
門
員
養
成
所
（
以
下
「
養
成
所
」
を
「
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
養
成
所
」
を
「
人
材
育
成
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



63議案第55号　千葉県安心こども基金条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
五
号

千
葉
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

千
葉
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

千
葉
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



64議案第56号　千葉県立農業大学校設置管理条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
六
号

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
設
置
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
設
置
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
設
置
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
設
置
管
理
条
例
（
平
成
二
十
三
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
設
置
の
特
例
）

３　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
期
間
に
お

け
る
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
東
金
市
」
と
あ
る
の
は
、「
東
金
市
、
山
武

市
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



65議案第57号　義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
七
号

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
千

葉
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
）
第
三
条
」
を
「
。
以
下
「
給
特
法
」
と
い
う
。）
第
三
条
」
に
改
め
、「
含
む
。）」

の
下
に
「
並
び
に
給
特
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十

二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
。

以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の

勤
務
時
間
」
と
い
う
。）」
を
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
）

第
十
一
条　

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育

の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す
る
た
め
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ

れ
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の

健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
指
針
に
基
づ
き
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の

教
育
職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
特
例
）

第
七
条　

教
育
委
員
会
（
千
葉
県
教
育
委
員
会
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
は
、

そ
の
服
務
を
監
督
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
う
ち
、
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特

別
の
形
態
に
よ
つ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
学
校
教
育
法
施
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行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
当
該
教
育

職
員
の
所
属
す
る
学
校
の
夏
季
、
冬
季
、
学
年
末
、
農
繁
期
等
に
お
け
る
休
業
日
等
の
期
間
（
以
下

「
長
期
休
業
期
間
等
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
当
該
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
連

続
し
て
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
限
り
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
（
第
五
項
を
除
く
。）

及
び
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
週
休
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
は
、
毎

週
少
な
く
と
も
一
日
の
週
休
日
（
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
（
同
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容

を
い
う
。）
に
従
つ
た
週
休
日
）
を
設
け
、
及
び
対
象
期
間
（
そ
の
期
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
の

勤
務
時
間
が
通
常
の
勤
務
時
間
（
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勤

務
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
な
る
よ
う
に
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
期
間
を

い
い
、
一
箇
月
を
超
え
一
年
以
内
の
期
間
に
限
る
も
の
と
し
、
長
期
休
業
期
間
等
の
全
部
又
は
一
部
を

含
む
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間

が
通
常
の
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

一　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
定
め
に
よ
り
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
教
育
職
員
の
範
囲

二　

対
象
期
間

三　

対
象
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
範
囲

四　

第
二
号
の
対
象
期
間
の
起
算
日

五　

特
定
期
間
（
対
象
期
間
中
の
特
に
業
務
が
繁
忙
な
期
間
を
い
う
。）

六　

前
号
の
特
定
期
間
の
起
算
日

七　

対
象
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）
及
び
当
該
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
期
間
を
一
箇
月
以
上
の

期
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
区
分
に
よ
る
各
期
間
の
う
ち
当
該
対

象
期
間
の
初
日
の
属
す
る
期
間
（
以
下
「
最
初
の
期
間
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
勤
務
日
及
び
当
該

勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
並
び
に
当
該
最
初
の
期
間
を
除
く
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
数
及
び
総
勤

務
時
間
）

４　

教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
は
、

対
象
期
間
を
一
箇
月
以
上
の
期
間
ご
と
に
区
分
し
、
最
初
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
及
び
当
該
勤
務
日
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ご
と
の
勤
務
時
間
並
び
に
当
該
最
初
の
期
間
を
除
く
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
数
及
び
総
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
た
場
合

に
は
、
同
項
の
区
分
に
よ
る
各
期
間
の
う
ち
最
初
の
期
間
を
除
く
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
数
及
び
総

勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
当
該
各
期
間
の
初
日
の
少
な
く
と
も
三
十
日
前
に
、
当
該
勤
務
日
数
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
及
び
当
該
総
勤
務
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
当
該
各
期
間
に
お
け
る
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

６　

教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
は
、

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
令
和
二
年
文

部
科
学
省
令
第
二
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
指
針
（
給
特
法
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
針
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
定
め
る
措
置
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
措

置
」
と
い
う
。）
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７　

教
育
委
員
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
対
象
と
な
つ
た
教
育
職
員
に
つ
い
て
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項

勤
務
時
間
条
例

第
十
条
第
一
項

第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
勤

務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項

給
与
条
例
第
二

条
第
一
項

正
規
の
勤
務
時

間
（

正
規
の
勤
務
時
間
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員

の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
以
下

「
給
特
条
例
」
と
い
う
。）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
（

給
与
条
例
第
七

条
第
四
項

第
五
条

第
五
条
（
給
特
条
例
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
並
び
に
給
特
条
例
第

七
条
第
一
項

給
与
条
例
第
十

五
条
第
一
項

勤
務
時
間
条
例

第
十
条
第
一
項

給
特
条
例
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項

給
与
条
例
第
十

九
条
の
二
第
一

項

勤
務
時
間
条
例

第
三
条
第
一

項
、
第
四
条
及

び
第
五
条

給
特
条
例
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
及
び
給
特
条
例
第
七
条
第

一
項

職
員
団
体
の
た

め
の
職
員
の
行

職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

別
措
置
に
関
す
る
条
例
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読



68議案第57号　義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について

為
の
制
限
の
特

例
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
四
十

一
年
千
葉
県
条

例
第
二
十
三

号
）
第
二
条
第

四
号

関
す
る
条
例
第

十
条
第
一
項

み
替
え
て
適
用
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
第
十
条
第
一
項

勤
務
時
間
条
例

第
五
条

第
三
条
第
一
項

又
は
前
条

第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
又
は
義
務
教
育
諸
学
校
等

の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条

例
（
以
下
「
給
特
条
例
」
と
い
う
。）
第
七
条
第
一
項

第
三
条
第
二
項

又
は
前
条

第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
前
条
又
は
給
特
条
例
第
七
条
第

一
項

勤
務
時
間
条
例

第
八
条
第
一
項

第
二
条
か
ら
第

五
条
ま
で

給
特
条
例
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
第
五
条
及
び
給
特
条
例
第
七
条

勤
務
時
間
条
例

第
十
条
第
一
項

勤
務
日
等
に

割
振
日
（
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
若
し
く
は
第
五
条

（
給
特
条
例
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
給
特
条
例
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
に

勤
務
日
等
（

割
振
日
（

勤
務
時
間
条
例

第
十
二
条
第
四

項

一
週
間
ご
と
の

勤
務
日
の
日
数

又
は
勤
務
日
ご

と
の
勤
務
時
間

の
時
間
数
が
同

一
で
な
い
育
児

短
時
間
勤
務
職

員
等
、
再
任
用

短
時
間
勤
務
職

員
及
び
任
期
付

短
時
間
勤
務
職

員

給
特
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
ら
れ
た
職
員
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（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
に
対
す
る
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
の
指
定
）

第
八
条　

教
育
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
た
場

合
で
あ
つ
て
、
対
象
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
中
に
、
そ
の
対
象
と
な
つ
た
教
育
職
員
又
は
当
該

教
育
職
員
の
所
属
す
る
学
校
に
つ
い
て
、
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
つ
た
日
又
は
当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
日

以
降
に
お
い
て
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
通
常
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
時

間
が
割
り
振
ら
れ
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
教
育
職
員
に
対
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時

間
が
割
り
振
ら
れ
た
当
該
期
間
内
の
日
（
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
及

び
年
末
年
始
の
休
日
並
び
に
前
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
除
く
。）
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
と
し
て
指
定
し
、
当
該
教
育
職

員
の
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
指
定
さ
れ
た
時
間
を
除
く
正
規
の
勤
務
時
間
（
勤
務
時
間
条
例
第
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
当
該
期
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
通
常
の
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
す
る

も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
を
指
定
さ
れ
た
教
育
職
員
は
、
当
該
時
間
に

お
い
て
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら

れ
た
勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
さ
れ
た

勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
に
お
け
る
勤
務
は
、
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
と
み

な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３　

教
育
委
員
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
を
指
定
し
た
場
合
に
お
け

る
当
該
時
間
を
指
定
さ
れ
た
教
育
職
員
に
つ
い
て
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。前

条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用

す
る
給
与
条
例

第
十
五
条
第
一

項

休
暇
で
あ
る
場

合

休
暇
で
あ
る
場
合
、
給
特
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
と
し
て
指
定
さ
れ

た
時
間
で
あ
る
場
合



70議案第57号　義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について

前
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用

す
る
給
与
条
例

第
十
九
条
の
二

第
一
項

週
休
日
又
は

年
末
年
始
の
休

日
等

週
休
日
若
し
く
は

年
末
年
始
の
休
日
等
又
は
給
特
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
時
間
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日

職
員
の
特
殊
勤

務
手
当
に
関
す

る
条
例
（
昭
和

三
十
五
年
千
葉

県
条
例
第
七

号
）
第
十
一
条

の
二
第
二
項
第

三
号

年
末
年
始
の
休

日
等
若
し
く
は

人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
日

年
末
年
始
の
休
日
等
、

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
若
し
く
は
義
務
教
育
諸
学

校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す

る
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤

務
時
間
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
と
し

て
指
定
さ
れ
た
日

職
員
団
体
の
た

め
の
職
員
の
行

為
の
制
限
の
特

例
に
関
す
る
条

例
第
二
条
第
二

号

を
い
う
。）

を
い
う
。）
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給

与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
と
し
て

指
定
さ
れ
た
時
間

前
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用

す
る
勤
務
時
間

条
例
第
十
条
第

一
項

休
日
を
除
く

休
日
及
び
給
特
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
時
間
を
指
定
さ
れ
た
日
を
除
く

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

第
九
条　

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
週
休
日
及
び
勤
務
時

間
の
割
振
り
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



71議案第58号　千葉県学校職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
八
号

千
葉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

千
葉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

千
葉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
（
平
成
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
一
一
、五
四
二
人
」
を
「
一
一
、三
三
五
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二

五
、五
二
九
人
」
を
「
二
五
、六
九
五
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



72議案第59号　千葉県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議
案
第
五
十
九
号

千
葉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

千
葉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
提
出

千
葉
県
知
事　

鈴

木

栄

治

千
葉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
千
葉
県
立
佐
原
病
院
の
項
中
「
二
四
一
床
」
を
「
一
九
九
床
」
に
改
め
る
。

別
表
診
療
料
の
項
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
第
六
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
（
以
下
「
選
定
療
養
」
と
い
う
。）
の
う
ち
初
診

（
他
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介
が
あ
る
場
合
及
び
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も
の
を
除
く
。
以
下
「
非
紹
介
初
診
」
と
い
う
。）
の
目
千
葉
県
立
佐
原
病
院
の

節
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


